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ド
イ
ツ
革
命
期
の
海
軍
兵
士
最
高
評
議
会

山

田

義

顕

　
一
九
一
八
～
一
九
年
の
ド
イ
ツ
革
命
の
導
火
線
と
な
っ
た
の
は
、
社
会
主
義
諸

政
党
や
労
働
者
に
よ
る
組
織
的
な
運
動
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
大
洋
艦
隊
の
水
兵
・

機
関
兵
に
よ
る
自
然
発
生
的
な
反
乱
で
あ
っ
た
。

　
第
一
次
世
界
大
戦
末
期
の
一
九
一
八
年
一
〇
月
末
、
ド
イ
ツ
海
軍
指
導
部
は
、

イ
ギ
リ
ス
艦
隊
に
最
後
の
総
攻
撃
を
加
え
る
命
令
を
出
し
た
。
す
で
に
、
ド
イ
ツ

が
軍
事
的
に
敗
北
し
、
休
戦
と
平
和
が
目
前
に
迫
っ
た
時
点
で
の
こ
の
無
謀
な
出

撃
命
令
に
対
し
、
大
洋
艦
隊
の
水
兵
・
機
関
兵
は
、
ボ
イ
ラ
ー
の
火
を
消
し
、
出

航
を
拒
否
す
る
行
動
に
出
た
。

　
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ス
ハ
ー
フ
ェ
ソ
で
の
こ
の
服
従
拒
否
事
件
は
、
現
存
体
制
の
打

倒
や
社
会
主
義
の
実
現
と
い
っ
た
革
命
的
目
標
を
目
指
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

直
接
的
に
は
戦
争
の
終
結
（
平
和
の
実
現
）
、
間
接
的
に
は
戦
時
中
に
海
軍
内
に

欝
積
し
て
い
た
将
兵
間
の
身
分
差
別
の
撤
廃
、
苛
酷
な
生
活
条
件
の
．
改
善
（
海
軍

の
民
主
化
）
を
求
め
る
兵
の
切
実
な
願
望
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
期
待
や
要
求
が
海
軍
指
導
部
に
よ
っ
て
無
視
、
あ
る
い
は
拒
否
さ
れ
た

と
き
、
不
満
が
服
従
拒
否
と
な
っ
て
爆
発
し
た
の
で
あ
る
。

　
兵
の
服
従
拒
否
に
よ
り
、
艦
隊
の
出
撃
は
中
止
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
海

軍
指
導
部
は
断
固
た
る
措
置
を
と
り
、
千
名
以
上
の
反
乱
兵
を
逮
捕
し
て
、
こ
れ

を
キ
ー
ル
に
送
っ
た
。
一
一
月
一
日
、
キ
ー
ル
の
水
兵
た
ち
は
、
逮
捕
さ
れ
た
仲

間
の
釈
放
を
求
め
て
代
表
を
鎮
守
府
司
令
官
の
所
へ
派
遣
し
た
が
、
要
求
は
拒
否

さ
れ
た
。
二
日
、
水
兵
た
ち
は
、
キ
ー
ル
の
労
働
組
合
会
館
で
海
兵
隊
員
や
労
働

者
と
善
後
策
を
練
っ
た
が
、
結
論
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
三
日
、
労
働
者
を
含

む
大
デ
モ
隊
と
巡
察
隊
の
武
力
衝
突
が
起
こ
り
、
こ
の
事
件
を
契
機
に
水
兵
の
運

動
は
急
進
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
四
日
、
水
兵
た
ち
は
「
兵
士
評
議
会
」

を
形
成
し
、
将
校
の
武
装
解
除
を
お
こ
な
い
、
艦
船
に
赤
旗
を
か
か
げ
た
。
鎮
守

府
司
令
官
は
、
も
は
や
事
態
を
収
拾
で
き
ず
、
水
兵
た
ち
の
要
求
に
屈
し
、
キ
ー

ル
は
、
蜂
起
し
た
四
万
の
水
兵
と
海
兵
隊
員
の
手
に
落
ち
た
。
こ
れ
が
、
ド
イ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

革
命
の
出
発
点
で
あ
る
。

　
こ
の
時
点
で
形
成
さ
れ
た
水
兵
の
「
評
議
会
」
は
、
い
ま
だ
政
治
的
意
思
を
積

極
的
に
形
成
す
る
機
関
で
は
な
く
、
水
兵
の
不
満
や
要
求
を
代
弁
す
る
た
め
の
、

あ
る
い
は
そ
の
成
果
を
守
る
た
め
の
自
主
的
組
織
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
水
兵
た
ち
が
蜂
起
し
、
み
ず
か
ら
の
要
求
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

ま
ず
な
に
よ
り
も
海
軍
で
絶
対
的
支
配
者
と
し
て
君
臨
し
て
い
る
将
校
団
と
の
対

決
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
こ
の
将
校
団
の
権
威
を
剥
奪
し
て
の
み
、

運
動
の
成
果
が
保
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
水
兵
運
動
の
原
動
力

は
、
「
反
将
校
団
」
の
立
場
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
後
の
経
過
を
み
て
も
、
海
軍
ほ

ど
こ
の
傾
向
が
顕
著
な
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
水
兵
の
運
動
に
政
治
的
傾
向
が
皆
無
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

雑
多
な
社
会
層
か
ら
構
成
さ
れ
た
陸
軍
兵
士
の
場
合
と
は
ち
が
っ
て
、
海
軍
の
兵
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員
に
は
、
海
軍
が
技
術
関
係
者
を
必
要
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
工
業
地
域
の
熟

練
労
働
者
の
出
身
が
か
な
り
の
比
重
を
占
め
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
多
く
は
、

戦
前
に
社
会
民
主
党
や
労
働
組
合
に
組
織
さ
れ
て
い
て
階
級
意
識
も
か
な
り
高
く
、

ま
た
社
会
か
ら
断
絶
し
た
前
線
で
戦
っ
た
陸
軍
兵
士
と
は
ち
が
っ
て
、
軍
港
の
造

船
労
働
者
な
ど
と
の
接
触
も
あ
り
、
国
内
の
政
治
動
向
に
関
す
る
情
報
も
入
手
し

や
す
い
立
場
に
あ
っ
た
。
た
だ
、
革
命
初
期
の
段
階
で
は
、
水
兵
た
ち
の
政
治
意

識
は
、
な
お
明
確
な
統
一
的
指
針
を
形
成
す
る
ほ
ど
に
は
成
熟
し
て
い
な
か
っ
た
。

水
兵
運
動
の
政
治
化
は
、
労
働
者
、
あ
る
い
は
社
会
民
主
党
や
独
立
社
会
民
主
党

と
い
っ
た
政
治
勢
力
の
革
命
へ
の
参
加
を
ま
っ
て
、
は
じ
め
て
具
体
化
し
て
く
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
海
軍
の
民
主
化
が
政
治
体
制
の
根
本
的
変
革
な
く
し
て
は

実
現
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
、
水
兵
た
ち
が
自
覚
し
た
段
階
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
キ
ー
ル
の
事
件
は
、
政
府
の
派
遣
し
た
グ
ス
タ
フ
・
ノ
ス

ケ
（
祉
会
民
主
党
）
が
水
兵
・
労
働
者
の
支
持
の
も
と
に
「
総
督
」
の
座
に
つ
い

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ち
お
う
鎮
静
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
ノ
ス
ケ
は
、
水
兵
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
巧
み
に
操
縦
し
て
社
会
民
主
党
の
路
線
（
反
乱
の
局
地
化
、
秩
序

と
安
寧
の
回
復
）
に
方
向
づ
け
、
ま
た
自
尊
心
を
傷
つ
け
ら
れ
た
海
軍
将
校
団
の

権
威
を
、
部
分
的
に
で
は
あ
れ
回
復
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
キ
ー
ル
の
事
件
は
、
す
で
に
北
海
・
バ
ル
ト
海
沿
岸
地
域
に
波
及
し

つ
つ
あ
っ
た
。
革
命
の
波
は
、
一
一
月
五
日
に
リ
ュ
：
ペ
ッ
ク
と
ブ
ル
ン
ス
ビ
ュ
ッ

テ
ル
コ
ー
ク
、
六
日
に
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
ブ
レ
ー
メ
ン
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ス
ハ
ー

フ
ェ
ン
、
七
日
に
は
ハ
ノ
：
フ
ァ
ー
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
、
ケ
ル
ン
を
巻
き
込
み
、

八
日
に
は
、
西
部
ド
イ
ツ
の
大
都
市
す
べ
て
を
そ
の
支
配
下
に
お
き
、
さ
ら
に
ド

イ
ツ
全
土
に
拡
大
す
る
勢
い
を
示
し
た
。
多
く
の
場
合
、
事
件
は
同
じ
よ
う
な
展

開
を
示
し
、
キ
ー
ル
か
ら
散
っ
た
兵
が
到
着
す
る
と
、
駐
屯
地
の
陸
軍
兵
士
や
工

場
の
労
働
者
が
こ
れ
に
呼
応
し
、
将
校
の
逮
捕
と
武
装
解
除
が
お
こ
な
わ
れ
、
兵

士
評
議
会
、
労
働
者
評
議
会
の
選
出
が
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
各
地
の
軍
・
文
官

当
局
は
、
無
抵
抗
の
う
ち
に
労
兵
評
議
会
の
主
権
を
承
認
し
た
。

　
こ
の
時
期
、
水
兵
た
ち
は
、
革
命
の
担
い
手
、
あ
る
い
は
主
役
と
し
て
、
歴
史

の
表
舞
台
に
は
じ
め
て
登
場
し
た
と
い
え
よ
う
。
キ
ー
ル
か
ら
各
地
に
散
っ
た
水

兵
た
ち
は
、
初
期
の
革
命
運
動
に
あ
た
っ
て
主
導
的
役
割
を
演
じ
た
の
で
あ
り
、

　
プ
ラ
ウ
ヤ
ッ
ケ

「
水
兵
服
」
は
、
い
わ
ば
革
命
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
観
を
呈
し
て
い
た
の
で
あ

る
。　

し
か
し
、
革
命
が
沿
岸
都
市
か
ら
内
陸
へ
と
波
及
す
る
に
つ
れ
、
ま
た
多
数
の

陸
軍
兵
士
や
労
働
者
、
さ
ら
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
勢
力
が
革
命
に
関
与
す
る
に

つ
れ
、
水
兵
独
自
の
運
動
は
、
拡
散
し
弱
体
化
し
て
し
ま
う
。
革
命
全
体
の
な
か

で
水
兵
の
も
つ
意
義
は
、
相
対
的
に
低
下
し
、
水
兵
は
、
も
は
や
革
命
の
主
体
で
・

は
な
く
な
り
、
ふ
た
た
び
表
舞
台
か
ら
消
え
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
革
命
に
関
す
る
研
究
の
多
く
が
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ス
ハ
ー
フ
ェ
ン
で
の

服
従
拒
否
と
そ
の
原
因
、
キ
ー
ル
で
の
反
乱
の
拡
大
と
い
っ
た
革
命
初
期
の
水
兵

運
動
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
な
が
ら
も
、
そ
れ
以
後
の
水
兵
、
あ
る
い
は
海
軍
の

動
向
に
あ
ま
り
関
心
を
示
し
て
い
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
経
緯
に
よ
る
も
の
で
あ

　
ハ
　
り

ろ
う
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
革
命
期
の
軍
部
に
関
す
る
研
究
の
中
心
は
、
陸
軍

兵
士
の
運
動
と
陸
軍
指
導
部
の
動
向
へ
と
移
っ
て
い
く
。
反
乱
に
よ
っ
て
崩
壊
の

危
機
に
直
面
し
た
海
軍
と
は
ち
が
っ
て
、
戦
争
に
敗
れ
た
と
は
い
え
、
陸
軍
指
導

部
の
権
力
は
な
お
温
存
さ
れ
て
い
た
し
、
ま
た
陸
軍
部
隊
で
形
成
さ
れ
た
兵
士
評

議
会
も
、
革
命
の
帰
趨
に
決
定
的
な
意
味
を
も
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
革
命
期
を
通
じ
て
海
軍
兵
士
と
し
て
の
独
自
の
運
動
が
な
く
な
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
北
ド
イ
ツ
の
沿
岸
都
市
で
個
別
に
推
進
さ
れ
て
い
た
水
兵
の

運
動
は
、
や
が
て
統
一
的
な
中
央
組
織
へ
と
収
敏
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
が
、
本
稿

一2一



の
中
心
と
な
る
「
海
軍
五
三
人
委
員
会
」
（
「
海
軍
中
央
評
議
会
」
）
で
あ
る
。
首

都
ベ
ル
リ
ン
の
海
軍
省
を
拠
点
と
す
る
こ
の
水
兵
の
組
織
は
、
海
軍
省
の
統
制
を

通
し
て
海
軍
の
民
主
化
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
設
立
さ
れ
た
が
、
革
命

の
進
展
と
と
も
に
、
水
兵
た
ち
の
目
標
と
中
央
政
府
の
政
治
的
、
軍
事
的
目
標
の

差
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、
政
府
と
の
対
立
を
深
め
、
急
進
化
、
政
治
化
の
方

向
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
キ
ー
ル
以
後
、
と
り
わ
け
ベ

ル
リ
ン
を
中
心
と
し
た
水
兵
の
運
動
に
焦
点
を
あ
わ
せ
、
そ
の
成
立
か
ら
解
体
ま

で
の
過
程
を
、
中
央
政
府
、
海
軍
指
導
部
の
動
き
と
絡
め
て
跡
づ
け
て
み
た
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
期
の
水
兵
の
運
動
は
、
ベ
ル
リ
ン
で
の
革
命
の
展
開
と
密
接

な
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
章
で
は
、
ま
ず
ベ
ル
リ
ン
の
一
般
的
な
政
治

状
況
を
概
略
し
て
お
き
た
い
Q

二

　
一
九
一
八
年
一
一
月
九
日
、
革
命
の
波
は
首
都
ベ
ル
リ
ン
に
も
達
し
、
「
パ
ソ
・

自
由
・
平
和
」
を
求
め
る
大
衆
の
デ
モ
が
街
頭
に
あ
ふ
れ
た
。

　
帝
国
宰
相
マ
ッ
ク
ス
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ゲ
ン
公
は
、
皇
帝
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世

の
退
位
を
宣
言
す
る
と
と
も
に
、
宰
相
職
を
社
会
民
主
党
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
エ
ー

ベ
ル
ト
に
委
ね
た
。
エ
ー
ベ
ル
ト
を
党
首
と
す
る
社
会
民
主
党
は
、
穏
健
な
西
欧

型
の
議
会
主
義
の
樹
立
を
基
本
方
針
と
し
て
い
た
た
め
、
革
命
の
急
進
化
を
望
ま

ず
、
す
み
や
か
に
事
態
を
収
拾
し
て
「
秩
序
と
安
寧
」
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
い

た
。
ま
た
、
党
に
と
っ
て
、
ロ
シ
ア
の
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
」
を
意
味
す
る
「
評
議
会
」

は
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
否
定
し
て
憲
法
制

定
国
民
議
会
の
招
集
を
急
ぐ
方
針
で
も
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
社
会
民
主
党
の
想

定
す
る
国
家
形
態
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
国
家
で
あ
っ
た
の
で
、
評
議
会
と

民
主
主
義
の
両
立
を
唱
え
る
独
立
社
会
民
主
党
（
そ
の
左
派
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
の

金
属
労
働
者
の
組
織
を
背
後
に
も
つ
革
命
的
オ
プ
ロ
イ
テ
が
属
し
て
い
た
）
、
「
す

べ
て
の
権
力
を
評
議
会
へ
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
を
志

向
す
る
「
ス
パ
ル
タ
ク
ス
団
」
と
い
っ
た
左
翼
革
命
派
陣
営
と
の
抗
争
は
必
至
で

あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
革
命
を
阻
止
し
よ
う
と
い
う
社
会
民
主
党
の
思
惑
と
は
逆
に
、
ベ
ル

リ
ン
の
兵
舎
や
工
場
で
は
、
あ
い
つ
い
で
労
兵
評
議
会
が
形
成
さ
れ
、
革
命
は
急

進
化
し
は
じ
め
た
。
エ
ー
ベ
ル
ト
は
、
政
権
を
維
持
し
て
革
命
の
主
導
権
を
に
ぎ

る
た
め
、
そ
の
先
手
を
打
っ
て
、
社
会
民
主
党
と
独
立
社
会
民
主
党
幹
部
の
合
同

連
立
で
事
態
を
切
り
抜
け
よ
う
と
し
、
両
党
対
等
の
新
政
府
を
形
成
し
た
。
こ
の

新
政
府
は
、
「
人
民
委
員
評
議
会
（
政
府
）
」
と
呼
ば
れ
、
社
会
民
主
党
か
ら
は
、

エ
ー
ベ
ル
ト
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
シ
ャ
イ
デ
マ
ン
、
オ
ッ
ト
：
ニ
フ
ン
ツ
ベ
ル
ク
、

独
立
社
会
民
主
党
か
ら
は
、
フ
ー
ゴ
・
ハ
：
ゼ
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ッ
ト
マ

ソ
、
エ
ミ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
計
六
名
が
参
加
し
た
。

　
一
〇
日
の
夕
刻
、
ブ
ッ
シ
ュ
曲
馬
館
で
大
ベ
ル
リ
ン
労
兵
評
議
会
大
会
が
開
か

れ
、
大
会
は
、
人
民
委
員
評
議
会
の
成
立
を
承
認
す
る
と
と
も
に
、
「
大
ベ
ル
リ
ン

労
兵
評
議
会
執
行
評
議
会
」
を
選
出
し
、
こ
れ
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
高
権
力
を

委
ね
た
。
こ
こ
に
、
「
人
民
委
員
評
議
会
」
と
「
執
行
評
議
会
」
と
い
う
二
つ
の
機

関
が
成
立
し
た
が
、
両
者
の
権
限
に
つ
い
て
の
規
定
は
あ
い
ま
い
で
、
評
議
会
権

力
を
ど
こ
ま
で
維
持
で
き
る
か
は
、
な
お
流
動
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
執
行

評
議
会
の
構
成
は
、
兵
士
一
四
名
、
労
働
者
一
四
名
で
、
労
働
者
一
四
名
の
う
ち

半
数
が
社
会
民
主
党
、
残
り
の
半
数
が
独
立
社
会
民
主
党
左
派
の
オ
プ
ロ
イ
テ
と

な
り
、
し
か
も
、
兵
士
一
四
名
は
社
会
民
主
党
か
ブ
ル
ジ
ョ
ア
派
の
影
響
下
に
あ
っ

た
こ
と
を
み
る
と
、
評
議
会
の
な
か
で
の
社
会
民
主
党
の
優
位
が
う
か
が
え
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
エ
ー
ペ
ル
ト
に
と
っ
て
、
革
命
の
継
続
は
政
治
目
標
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で
は
な
か
っ
た
し
、
現
存
体
制
の
転
覆
も
望
ん
で
は
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

エ
：
ベ
ル
ト
は
、
政
権
維
持
と
革
命
阻
止
の
た
め
に
、
伝
統
的
な
軍
部
や
官
僚
の

協
力
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
一
一
月
一
〇
日
の
夜
、
エ
ー
ベ
ル
ト
と
陸
軍

最
高
司
令
部
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
プ
レ
ー
ナ
ー
と
の
あ
い
だ
で
協
定
が
結
ば
れ
、

両
者
の
相
互
依
存
関
係
が
は
じ
ま
っ
た
。
亡
の
協
定
で
プ
レ
ー
ナ
ー
は
、
左
翼
急

進
派
と
の
闘
争
、
「
評
議
会
の
無
秩
序
」
の
終
結
、
国
民
議
会
の
招
集
、
お
よ
び

「
秩
序
と
安
寧
」
の
回
復
に
尽
力
す
る
こ
と
を
約
束
し
、
そ
の
み
か
え
り
と
し
て
、

旧
軍
の
維
持
、
と
り
わ
け
将
校
の
権
威
（
指
揮
権
、
階
級
章
、
武
器
携
帯
な
ど
）

の
回
復
の
保
証
を
エ
ー
ベ
ル
ト
か
ら
得
た
。

　
人
民
委
員
政
府
の
こ
う
し
た
旧
権
力
と
の
結
び
つ
き
は
、
従
来
の
官
僚
制
度
に

ほ
と
ん
ど
手
を
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
政
府
は
、

「
次
官
」
制
度
を
も
う
け
て
、
社
会
民
主
党
、
あ
る
い
は
独
立
社
会
民
主
党
の
メ

ン
バ
ー
を
旧
来
の
中
央
省
庁
に
「
次
官
」
と
し
て
派
遣
し
、
省
庁
の
活
動
を
統
制
、

監
視
さ
せ
た
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
に
し
て
も
、
中
央
省
庁
の
抜
本
的
革
命
を
め

ざ
す
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
政
治
的
連
続
性
」
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
っ

ハ
ユ

た
。
ち
な
み
に
、
海
軍
省
に
は
、
前
述
の
ノ
ス
ケ
（
社
会
民
主
党
）
と
独
立
社
会

民
主
党
の
エ
ヴ
ァ
ル
ト
・
フ
ォ
ク
ト
ヘ
ル
が
派
遣
さ
れ
、
海
軍
省
の
指
令
に
副
署

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
さ

す
る
権
限
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

　
以
上
が
ベ
ル
リ
ン
の
状
況
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
当
時
の
海
軍
指
導
部
の
状
況
に

つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
革
命
が
水
兵
の
反
乱
か
ら
は
じ
ま
っ
た
た
め
、
最
初
に
、
ま
た
直
接
的
に
壊
滅

的
打
撃
を
破
っ
た
の
は
、
海
軍
指
導
部
で
あ
っ
た
。
両
鎮
守
府
（
キ
ー
ル
と
ヴ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
ス
ハ
ー
フ
ェ
ン
）
や
各
海
軍
基
地
の
司
令
官
は
、
水
兵
の
要
求
に
屈
し
、

将
校
の
権
威
は
失
堕
し
た
。
ま
た
、
か
な
り
の
将
校
が
、
帝
政
の
崩
壊
、
革
命
の

温
床
と
し
て
の
海
軍
に
絶
望
し
て
退
役
し
、
混
乱
状
態
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
海
軍
の
指
導
組
織
に
も
、
大
幅
な
組
織
の
改
変
が
み
ら
れ
た
。
第
一
次
世
界
大

戦
末
期
、
ド
イ
ツ
海
軍
の
主
要
な
指
導
部
は
、
海
軍
省
、
海
軍
内
局
、
そ
れ
に
軍

令
部
と
そ
の
な
か
に
設
置
さ
れ
た
海
戦
指
導
部
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
v
主
と
し

て
人
事
に
関
係
す
る
海
軍
内
局
は
、
す
で
に
革
命
勃
発
前
の
一
八
年
一
〇
月
二
八

日
に
海
相
の
配
下
に
お
か
れ
、
そ
の
後
一
二
月
一
三
日
に
、
海
軍
省
に
正
式
に
吸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
ロ

収
さ
れ
て
人
事
局
に
格
下
げ
さ
れ
る
。
海
戦
指
導
部
も
、
一
一
月
＝
日
の
休
戦

条
約
の
終
結
と
と
も
に
無
用
の
存
在
と
な
っ
て
解
体
さ
れ
、
軍
令
部
は
、
海
軍
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

に
附
属
し
た
の
ち
、
や
が
て
廃
止
さ
れ
る
。
し
た
が
？
て
、
革
命
期
の
海
軍
に
あ
っ

て
、
指
導
部
の
中
央
組
織
と
し
て
と
も
か
く
も
機
能
し
え
た
の
は
、
ベ
ル
リ
ン
の

ラ
イ
プ
チ
ヒ
通
り
に
居
を
か
ま
え
る
海
軍
省
の
み
で
あ
っ
た
。

　
海
軍
省
は
、
一
一
月
一
四
日
に
人
民
委
員
政
府
に
よ
っ
て
正
式
に
そ
の
存
続
と

活
動
が
認
め
ら
れ
、
政
府
と
政
府
派
遺
の
二
名
の
次
官
の
監
督
の
も
と
に
業
務
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

継
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
留
任
を
認
め
ら
れ
た
海
相
エ
ル
ン
ス
ト
・

リ
ッ
タ
ー
・
フ
ォ
ン
・
マ
ソ
提
督
は
、
政
府
の
も
と
で
休
戦
条
約
の
履
行
と
動
員

解
除
の
た
め
に
、
海
軍
を
指
導
す
る
義
務
を
負
っ
た
。
し
か
し
、
海
軍
全
体
と
し

て
は
、
混
乱
の
た
め
団
結
力
は
な
く
、
ま
た
国
内
に
配
備
で
き
る
部
隊
も
な
か
っ

た
の
で
、
陸
軍
と
は
ち
が
っ
て
、
政
府
は
、
こ
れ
を
革
命
制
圧
の
軍
事
力
と
し
て

用
い
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
海
軍
が
、
た
と
え
ば
エ
ー
ベ
ル
ト
睦
グ
レ
！
ナ
：

協
定
の
よ
う
な
重
要
な
政
治
的
、
軍
事
的
決
定
に
参
加
で
き
な
か
う
た
理
由
の
一

つ
に
は
、
こ
う
し
た
軍
事
力
の
欠
如
も
関
係
し
て
い
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
海

軍
指
導
部
は
、
革
命
当
初
か
ら
、
陸
軍
最
高
司
令
部
や
プ
ロ
イ
セ
ン
陸
軍
省
に
比

肩
す
る
立
場
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三

さ
て
一
方
、
北
海
・
バ
ル
ト
海
沿
岸
地
域
で
革
命
運
動
が
高
揚
す
る
に
つ
れ
、
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各
地
で
海
軍
兵
士
を
中
心
と
す
る
評
議
会
の
成
立
が
み
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
な
か

で
も
代
表
的
な
も
の
は
、
キ
ー
ル
の
「
バ
ル
ト
海
鎮
守
府
最
高
兵
士
評
議
会
」
、

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ス
ハ
ー
フ
ェ
ソ
の
「
二
一
人
評
議
会
」
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
「
二
二

ダ
：
エ
ル
ベ
最
高
海
軍
評
議
会
」
で
、
タ
ッ
ク
ス
ハ
ー
フ
ェ
ソ
に
も
「
行
動
委
員

会
」
（
「
二
一
人
評
議
会
」
）
と
そ
の
「
執
行
委
員
会
」
（
「
五
人
評
議
会
」
）
が
成
立

　
　
　
ハ
　
　

し
て
い
る
。

　
各
地
に
成
立
し
た
評
議
会
の
個
々
の
要
求
や
立
場
に
つ
い
て
は
、
詳
細
に
触
れ

る
余
裕
は
な
い
が
、
基
本
的
に
は
、
キ
ー
ル
兵
士
評
議
会
の
個
別
要
求
を
ま
と
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

た
「
一
四
か
条
」
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ス
ハ
ー
フ
ェ

ン
、
ゲ
ー
ス
テ
ミ
ュ
ン
デ
、
ヴ
ァ
ル
デ
ミ
ュ
ソ
デ
、
ブ
ル
ソ
ス
ビ
ュ
ッ
テ
ル
コ
ー

ク
の
要
求
を
み
る
と
、
キ
ー
ル
と
同
じ
内
容
の
要
求
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。
①
全
拘
留
者
（
軍
紀
違
反
者
、
脱
走
兵
、
政
治
犯
）
の
釈
放
、
②
葺

論
、
集
会
、
出
版
の
自
由
、
無
制
限
の
政
治
的
自
由
、
③
検
閲
の
廃
止
、
④
上
官

に
よ
る
兵
の
適
切
な
処
遇
、
⑤
勤
務
時
間
外
の
上
下
関
係
な
し
、
敬
礼
義
務
の
廃

止
、
⑥
兵
士
評
議
会
メ
ン
バ
：
の
勤
務
免
除
。
な
お
、
キ
ー
ル
要
求
に
は
み
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
い
が
、
将
兵
同
等
の
糧
食
と
い
っ
た
項
目
も
散
見
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

要
求
の
多
く
は
、
海
軍
内
で
の
兵
の
地
位
の
向
上
（
海
軍
の
民
主
化
）
が
中
心
と

な
っ
て
お
り
、
政
治
的
要
求
の
な
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
な
お
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
「
ニ
ー
ダ
ー
エ
ル
ベ
海
軍
最
高
評
議
会
」
の
活
動
報
告

に
よ
る
と
、
評
議
会
は
、
そ
の
管
区
で
の
海
軍
に
関
す
る
主
権
を
主
張
し
、
次
の

よ
う
な
基
本
原
則
を
掲
げ
て
い
る
。
①
革
命
の
成
果
を
守
り
、
左
右
い
ず
れ
か
ら

の
一
揆
に
対
し
て
も
、
革
命
を
防
衛
す
る
。
②
海
軍
の
声
望
を
高
め
る
。
③
休
戦

条
件
を
す
み
や
か
に
履
行
す
る
。
④
ハ
ジ
ブ
ル
ク
の
治
安
を
維
持
す
る
。
⑤
同
志

に
食
糧
を
調
達
す
る
。
多
く
の
水
兵
評
議
会
に
も
、
こ
れ
と
共
通
し
た
活
動
が
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
報
告
は
、
こ
う
し
た
原
則
が
「
海
軍
将
校
の
協
力
な
し
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

で
実
行
さ
れ
た
こ
と
を
、
誇
り
を
も
っ
て
回
顧
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
地
域
的
な
水
兵
の
運
動
が
、
統
一
的
な
中
央
組
織
の
形
成
へ
と
方
向

づ
け
ら
れ
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
休
戦
条
約
締
結
翌
日
の
＝
月
＝
一
日
中
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

人
民
委
員
政
府
が
海
相
マ
ン
に
あ
て
た
次
の
よ
う
な
内
容
の
指
令
で
あ
っ
た
。

①
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
も
、
海
軍
内
で
軍
規
と
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
β

②
動
員
解
除
完
了
ま
で
、
上
官
（
将
校
）
が
命
令
権
を
も
つ
。

③
上
官
は
、
武
器
と
階
級
章
を
保
持
す
る
。

④
兵
士
評
議
会
や
信
任
者
委
員
会
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
規
律
と
秩

　
序
を
維
持
す
る
た
め
に
、
将
校
を
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
指
令
は
、
新
政
府
の
も
と
で
の
海
軍
指
導
部
と
兵
の
関
係
を
規
定
し
た
も

の
だ
が
、
こ
こ
で
は
海
軍
将
校
団
と
兵
の
伝
統
的
な
関
係
が
再
確
認
さ
れ
、
将
校

団
の
権
威
の
回
復
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
海
相
マ
ソ
は
、
こ
れ
を
海
軍
各
方
面
に

通
達
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
指
令
に
し
た
が
っ
て
、
た
だ
ち
に
海
軍
将
校
を
命
令

権
の
あ
る
職
務
に
復
職
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

　
海
相
マ
ソ
は
、
そ
れ
以
前
の
一
一
月
八
日
に
「
兵
士
評
議
会
は
対
立
政
府
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

味
す
る
も
の
で
、
政
府
に
は
承
認
さ
れ
て
い
な
い
」
と
の
立
場
を
表
明
し
て
い
た

が
、
九
日
の
ベ
ル
リ
ン
で
の
革
命
の
勃
発
と
と
も
に
、
兵
士
評
議
会
を
海
軍
省
と

軍
令
部
に
形
成
す
る
こ
と
を
約
束
し
、
こ
れ
と
の
妥
協
を
図
る
方
針
に
転
換
し
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ソ
に
と
っ
て
、
一
「
二
日
の
政
府
指
令
は
、
ふ
た
た
び
海

軍
の
主
導
権
を
握
る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
省
内
に
設
立
さ
れ
て
い
た

兵
士
評
議
会
（
辛
辛
の
上
等
水
兵
と
一
名
の
下
士
官
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
）

も
、
将
校
に
妥
協
的
な
立
場
を
示
し
、
こ
の
指
令
を
尊
重
す
る
よ
う
各
地
の
水
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ど

評
議
会
に
呼
び
か
け
た
。

　
し
か
し
、
各
地
の
水
兵
評
議
会
に
と
っ
て
、
こ
の
指
令
は
、
こ
れ
ま
で
の
運
動

の
成
果
を
帳
消
し
に
し
、
自
分
た
ち
の
目
指
す
海
軍
の
民
主
化
を
阻
む
も
の
で
し

一5一



か
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
将
校
の
命
令
権
の
継
続
で
あ
り
、

こ
れ
に
反
対
す
る
抗
議
運
動
が
各
地
で
起
こ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
キ
ー
ル
の
最
高

兵
士
評
議
会
は
、
一
一
月
一
四
日
の
抗
議
文
で
、
こ
の
指
令
が
海
軍
内
で
動
揺
と

憤
激
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
人
民
委
員
政
府
に
次
の
提
案
を
検

討
す
る
よ
う
要
請
t
て
い
る
。

　
「
休
戦
・
講
和
条
件
に
必
要
な
措
置
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
に
、
…
…
将
校

は
、
も
っ
ぱ
ら
技
術
的
、
軍
事
的
助
言
者
と
し
て
の
み
、
権
力
の
担
い
手
た
る
バ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ル
ト
海
鎮
守
府
最
高
兵
士
評
議
会
を
援
助
す
る
」
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
一
一
月
一
九
日
、
北
海
・
バ
ル
ト
海
沿
岸
地
域
の

水
兵
評
議
会
の
代
表
が
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ス
ハ
ー
フ
ェ
ソ
に
集
ま
り
、
将
校
の
命

令
権
の
継
続
に
一
致
し
て
反
対
す
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の
水
兵
評
議
会
の
中
央

機
関
と
し
て
「
海
軍
中
央
委
員
会
」
（
「
五
人
委
員
会
」
）
を
設
立
し
、
こ
れ
に
海

軍
全
体
に
対
す
る
軍
事
命
令
権
を
委
ね
た
。
こ
の
委
員
会
は
、
バ
ル
ト
海
鎮
守
府

（
キ
ー
ル
）
の
代
表
二
名
、
北
海
鎮
守
府
（
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ス
ハ
ー
フ
ェ
ソ
）
の

代
表
二
名
、
ニ
ー
ダ
ー
エ
ル
ベ
（
ハ
ン
ブ
ル
ク
）
の
代
表
一
名
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
、
本
拠
地
を
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ス
ハ
ー
フ
ェ
ソ
に
お
い
た
。

　
さ
ら
に
、
委
員
会
は
、
こ
れ
ま
で
ベ
ル
リ
ン
の
海
軍
省
と
軍
令
部
に
あ
っ
た
兵

士
評
議
会
に
か
え
て
、
海
軍
省
と
軍
令
部
を
統
制
、
監
視
す
る
機
関
を
つ
く
る
た

め
に
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
を
選
出
す
る
よ
う
各
地
の
評
議
会
に
求
め
た
。
こ
の
結
果
、

北
海
鎮
守
府
管
区
か
ら
二
四
名
、
バ
ル
ト
海
鎮
守
府
管
区
か
ら
二
〇
名
、
ニ
ー
ダ
！

エ
ル
ベ
か
ら
筆
名
、
ベ
ル
リ
ン
か
ら
下
名
の
水
兵
が
選
出
さ
れ
、
ベ
ル
リ
ン
の
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ど

軍
省
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
一
一
月
二
三
日
、
ベ
ル
リ
ン
の
海
軍
省
で
「
海
軍
五
三
人
委
員
会
」

が
成
立
し
た
。
五
三
人
委
員
会
は
、
さ
ら
に
「
戦
前
か
ら
熟
練
を
つ
ん
だ
社
会
主

義
者
を
選
出
の
対
象
」
と
し
て
、
六
名
の
水
兵
か
ら
な
る
「
海
軍
中
央
評
議
会
」

を
選
び
、
こ
れ
を
委
員
会
の
執
行
機
関
と
し
た
。
そ
し
て
、
中
央
評
議
会
は
、
そ

の
成
立
を
ベ
ル
リ
ン
の
執
行
評
議
会
、
人
民
委
員
政
府
、
全
省
庁
に
文
面
で
通
告

　
　
ユ

し
た
。
海
軍
中
央
評
議
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
オ
ッ
ト
ー
・
ト
ス
ト
（
ベ
ル
リ
ン
）
、

キ
ル
ヒ
ヘ
ー
フ
ァ
ー
、
ラ
イ
ツ
（
キ
ー
ル
）
、
ヴ
ェ
ソ
ゴ
ラ
、
ヴ
ァ
ル
ダ
ウ
（
ヴ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
ス
ハ
ー
フ
ェ
ソ
）
だ
っ
た
が
、
の
ち
に
キ
ル
ヒ
へ
ー
フ
ァ
ー
に
か
わ
っ

て
ア
ル
バ
ー
ス
（
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
ス
ハ
ー
フ
ェ
ソ
）
が
加
わ
り
、
ア
ル
バ
ー
ス
が

議
長
に
選
ば
れ
た
。
そ
し
て
、
＝
月
二
六
日
に
、
海
軍
中
央
評
議
会
は
、
海
軍

省
と
軍
令
部
が
五
三
人
委
員
会
の
監
督
下
に
は
い
る
と
決
議
し
、
今
後
ふ
海
軍
省

と
軍
令
部
の
出
す
指
令
は
す
べ
て
、
次
官
の
ほ
か
に
海
軍
中
央
評
議
会
の
副
署
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

よ
っ
て
、
は
じ
め
て
法
的
有
効
性
を
も
つ
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
　
＝
月
三
〇
日
に

は
、
将
校
は
五
三
人
委
員
会
に
選
挙
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
の
通
告
が
、
人
民
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
｝

員
政
府
に
対
し
て
出
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
兵
士
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
革
命
的
機
関
に
よ
る
中
央
省
庁
の
統

制
は
特
殊
な
例
で
、
た
と
え
ば
、
陸
軍
省
に
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
統
制
機
関
が

な
か
っ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
兵
の
統
制
す
る
民
主
的
な
海

軍
を
建
設
し
よ
う
と
い
う
情
熱
に
支
え
ら
れ
た
五
三
人
委
員
会
が
、
革
命
の
担
い

手
と
自
負
し
、
ほ
か
の
兵
士
評
議
会
の
模
範
に
な
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
、
当
然
の

勢
い
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
海
軍
に
お
い
て
は
、
海
軍
の
主
導
権
を
に

ぎ
ろ
う
と
す
る
三
つ
の
機
関
、
す
な
わ
ち
海
軍
省
、
人
民
委
員
政
府
派
遣
の
二
名

の
次
官
、
五
三
人
委
員
会
（
中
央
評
議
会
）
が
鼎
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ

の
抗
争
は
、
前
二
者
と
後
者
の
水
兵
組
織
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ち
な
み
に
、
五
三
人
委
員
会
（
中
央
評
議
会
）
の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
は
、

委
員
会
設
立
集
会
に
出
席
し
た
三
九
名
の
名
前
と
派
遣
管
区
し
か
確
認
で
き
な
か
っ

ハ
ヨ

た
。
し
た
が
っ
て
、
メ
ン
バ
ー
の
出
身
階
層
、
経
歴
は
、
若
子
の
も
の
を
除
い
て

は
不
明
で
あ
る
し
、
ま
た
除
隊
な
ど
に
よ
る
メ
ン
バ
：
の
交
代
も
か
な
り
あ
っ
た
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よ
う
で
、
こ
の
面
か
ら
委
員
会
の
性
格
規
定
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で

は
、
五
三
名
の
う
ち
属
名
が
現
役
の
「
人
民
海
兵
団
」
の
メ
ン
バ
ー
で
、
中
央
評

議
会
に
も
属
し
た
ト
ス
ト
（
一
八
八
三
年
生
ま
れ
、
ベ
ル
リ
ン
の
金
属
労
働
者
、

戦
時
中
海
軍
に
入
隊
）
は
、
「
人
民
海
兵
団
」
の
司
令
官
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

　
　
　
ハ
さ

て
お
こ
う
。

　
こ
の
「
人
民
海
兵
団
」
と
は
、
本
来
、
一
一
月
中
旬
に
人
民
委
員
政
府
を
守
る

た
め
に
、
ク
ッ
ク
ス
ハ
：
フ
ェ
ン
か
ら
呼
び
よ
せ
ら
れ
た
水
兵
と
ベ
ル
リ
ン
の
水

兵
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
部
隊
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
し
だ
い
に
左
傾
化
し
、

社
会
民
主
党
に
対
抗
す
る
独
立
社
会
民
主
党
左
派
の
武
装
集
団
と
み
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
一
一
月
末
に
は
、
そ
の
兵
力
は
、
三
、
二
〇
〇
を
数
え
た
と

い
わ
れ
る
。
五
三
人
委
員
会
は
、
こ
の
「
人
民
海
兵
団
」
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
後
ろ
楯
を
手
に
入
れ
、
委
員
会
の
発
言
も
か
な
り
の
重
み
を
も
っ
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
や
が
て
起
こ
る
「
人
民
海
兵
団
」
と
政
府
派
部
隊
の

武
力
衝
突
（
＝
｝
月
二
四
日
）
の
結
果
、
海
兵
団
の
削
減
が
は
じ
ま
る
と
、
五
三

人
委
員
会
の
発
言
力
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

四

　
五
三
人
委
員
会
の
設
立
当
時
、
海
軍
省
に
は
一
四
の
部
局
が
あ
り
、
千
名
以
上

の
将
校
、
官
吏
が
勤
務
し
て
い
た
が
、
委
員
会
は
、
海
軍
省
の
業
務
執
行
、
財
政

な
ど
活
動
全
体
を
効
果
的
に
統
制
す
る
た
め
に
、
常
設
、
臨
時
の
委
員
会
を
つ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
り

り
、
ま
た
各
部
局
に
一
～
二
名
の
委
員
を
配
属
し
て
活
動
の
監
視
に
あ
た
っ
た
。

五
三
人
委
員
会
は
、
そ
の
活
動
と
目
的
と
し
て
、
①
賃
金
制
度
の
新
規
定
、
②
除

隊
手
続
の
実
施
、
③
社
会
主
義
的
な
意
味
で
の
海
軍
組
織
、
④
従
来
の
序
列
と
階

級
章
の
廃
止
、
⑤
各
地
の
兵
士
評
議
会
の
活
動
に
対
す
る
指
図
な
ど
を
挙
げ
、

「
反
動
的
な
旧
体
制
の
意
味
で
の
指
令
が
も
は
や
で
き
な
い
よ
う
に
、
細
部
に
い

た
る
ま
で
社
会
主
義
的
な
試
み
に
一
致
す
る
よ
う
な
配
慮
を
お
こ
な
っ
た
」
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

て
、
そ
の
統
制
の
効
果
を
自
負
し
て
い
る
。
し
か
し
、
委
員
会
に
よ
る
統
制
の
効

果
が
ど
の
程
度
に
ま
で
及
ん
だ
か
は
、
未
解
決
の
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

水
兵
の
な
か
に
は
、
行
政
、
管
理
運
営
に
経
験
の
な
い
も
の
が
か
な
り
い
た
と
想

定
さ
れ
る
し
、
ま
た
、
将
校
や
官
吏
の
拒
否
的
な
態
度
も
あ
っ
て
、
相
当
な
混
乱

が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
海
相
マ
ン
や
次
官
の
ノ
ス
ケ
に
と
っ
て
、
委
員
会
の
個
別
的
な
業
務
統
制
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
政
治
的
活
動
や
革
命
の
継
続
に
向
か
う
委
員
会
の
姿
勢
こ
そ
が

問
題
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
二
月
は
じ
め
に
、
五
三
人
委
員
会
の
会
議
に
出

席
し
た
ノ
ス
ケ
は
、
革
命
的
権
利
に
も
と
づ
い
て
海
軍
を
代
表
す
る
と
い
う
委
員

会
の
主
張
を
、
国
家
権
力
へ
の
介
入
で
あ
る
と
し
て
、
こ
う
記
し
て
い
る
。

　
「
五
三
人
委
員
会
は
、
す
べ
て
の
海
軍
問
題
を
独
自
に
規
定
す
る
議
会
と
し
て

会
議
を
開
く
、
と
の
提
案
が
な
さ
れ
た
。
評
議
会
は
、
思
う
ま
ま
に
決
定
を
お
こ

な
う
し
、
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
政
府
が
協
力
す
る
気
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を

た
ず
ね
た
い
、
と
。
委
員
会
は
、
政
府
の
執
行
権
に
介
入
す
る
権
利
を
ま
っ
た
く

も
っ
て
い
な
い
と
い
う
私
の
説
明
に
対
し
、
あ
る
演
説
者
は
異
議
を
唱
え
、
評
議

会
は
、
海
軍
の
最
高
の
機
関
と
し
て
、
自
己
の
革
命
的
権
利
か
ら
行
動
す
る
と
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

べ
た
。
私
は
少
数
派
だ
っ
た
の
で
、
ホ
ー
ル
を
去
っ
た
。
」

　
ノ
ス
ケ
が
五
三
人
委
員
会
の
会
議
に
出
席
し
た
の
は
、
こ
れ
が
は
じ
め
て
で
最

後
で
あ
っ
た
。
当
初
よ
り
委
員
会
の
統
制
と
そ
の
政
治
的
姿
勢
に
強
い
不
信
感
を

抱
い
て
い
た
ノ
ス
ケ
は
、
や
が
て
委
員
会
の
存
在
そ
の
も
の
を
承
認
し
な
い
立
場

を
と
り
、
委
員
会
と
激
し
く
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
一
方
、
海
相
マ
ソ
は
、
当
面
の
と
こ
ろ
委
員
会
と
の
妥
協
に
よ
っ
て
事
態
を
切

り
抜
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
一
一
月
二
三
日
、
マ
ソ
は
、
水
兵
の
利

益
が
「
今
後
、
海
軍
の
兵
士
評
議
会
と
海
軍
省
の
双
方
に
よ
っ
て
」
代
表
さ
れ
な
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ハ
　

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
約
束
し
て
い
る
。
ま
た
、
五
三
人
委
員
会
の
会
議
に
出
席
し

た
折
、
マ
ン
は
、
委
員
会
の
設
立
を
歓
迎
し
、
海
軍
省
の
す
べ
て
の
将
校
、
官
吏

と
と
も
に
委
員
会
を
支
持
し
、
相
互
の
信
頼
の
う
え
に
協
力
す
る
つ
も
り
だ
と
述

べ
、
委
員
会
の
信
頼
を
得
な
い
将
校
を
活
動
か
ら
排
除
す
る
用
意
が
あ
る
と
も
表

　
　
　
　
　
を

明
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
妥
協
は
、
一
時
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、

マ
ソ
に
と
っ
て
は
、
将
校
の
権
威
の
回
復
に
よ
っ
て
、
海
軍
再
建
の
糸
口
を
み
つ

け
る
こ
と
が
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
の
た
め
に
ま
ず
水
兵
評
議
会
と

の
協
調
方
式
を
み
つ
け
、
や
が
て
政
府
の
支
援
の
も
と
に
こ
れ
を
解
体
す
る
こ
と

に
関
心
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
の
ち
に
、
五
三
人
委
員
会
は
政
府
、
海
軍
省
の
立
場
の
変
化
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
休
戦
条
約
の
実
行
に
わ
れ
わ
れ
が
必
要
で
あ
っ
た
あ
い
だ
は
、
五
三
人
委
員

会
の
活
動
は
承
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、
政
府
が
わ
れ
わ
れ
の
援
助
で
確
か
な
地
歩

を
占
め
て
し
ま
う
と
、
と
く
に
、
わ
れ
わ
れ
が
海
軍
省
で
の
活
動
に
よ
っ
て
ワ
ラ

人
形
な
ど
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
は
じ
め
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
突
然
ま
っ
た
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
け

無
用
の
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
」

　
五
三
人
委
員
会
が
、
海
軍
省
の
統
制
を
こ
え
て
、
政
治
問
題
に
も
積
極
的
に
介

入
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
二
月
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
党
派
的

立
場
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
像
が
得
ら
れ
な
い
。
　
一
般
に
、
労
働
者
の

評
議
会
で
は
社
会
民
主
党
、
陸
軍
兵
士
の
評
議
会
で
は
社
会
民
主
党
と
ブ
ル
ジ
ョ

ア
派
の
影
響
が
強
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
較
べ
る
と
、
五
三
人
委
員
会

（
中
央
評
議
会
）
は
、
独
立
社
会
民
主
党
が
「
表
面
的
に
は
」
支
配
的
で
あ
っ
た

よ
う
で
も
あ
る
。
前
述
の
「
人
民
海
兵
団
」
と
の
結
び
つ
き
は
、
そ
の
一
つ
の
証

左
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
委
員
会
メ
ン
バ
：
は
、
一
定
の
基

準
に
し
た
が
っ
て
選
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
各
地
の
水
兵
評
議
会
に
人
選
が

委
ね
ら
れ
た
の
で
み
る
か
ら
、
メ
ン
バ
ー
も
雑
多
で
不
統
一
な
構
成
に
な
ら
ざ
る

を
え
ず
、
政
治
意
識
に
も
か
な
り
の
差
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

独
立
社
会
民
主
党
左
派
に
属
す
る
カ
ー
ル
・
バ
イ
ア
ー
（
ク
ッ
ク
ス
ハ
：
フ
ェ
ソ
）

も
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
た
と
え
ば
、
キ
ー
ル
か
ら
派
遣
さ
れ
た
水
兵
は
、
総

督
ノ
ス
ケ
の
統
制
下
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
社
会
民
主
党
系
の
水
兵
が
多
く
、

し
か
も
政
治
能
力
と
い
う
よ
り
は
、
管
理
能
力
を
基
準
と
し
て
選
出
が
お
こ
な
わ

　
　
　
ハ
　

れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茄
）

　
五
三
人
委
員
会
は
、
一
二
月
九
日
に
「
政
治
綱
領
」
を
発
表
し
た
が
、
そ
れ
は
、

党
派
的
に
不
統
一
な
委
員
会
に
共
通
の
政
治
目
標
を
与
え
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
綱
領
の
作
成
に
は
、
前
述
の
バ
イ
ア
ー
が
あ
た
り
、
彼
は
、
ス
パ
ル
タ
ク
ス

団
の
カ
ー
ル
・
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
に
助
言
を
求
め
た
。
綱
領
採
択
の
前
に
、
委
員

会
メ
ソ
バ
！
の
要
請
で
、
社
会
民
主
党
の
シ
ャ
イ
デ
マ
ン
、
独
立
社
会
民
主
党
の

ハ
ー
ゼ
、
そ
し
て
リ
ー
プ
ク
ネ
ヒ
ト
が
、
委
員
会
に
呼
ば
れ
て
説
明
を
お
こ
な
っ

た
。
全
員
一
致
で
決
議
、
採
択
さ
れ
た
綱
領
が
、
明
ら
か
に
妥
協
の
産
物
と
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
過
程
で
か
な
り
の
議
論
が
あ
り
、
修
正
が
加
え
ら

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
綱
領
は
三
項
か
ら
な
り
、
第
一
項
で
は
「
社
会
主
義
共
和
国
」
の
建
設
と
「
永

久
国
際
平
和
」
の
樹
立
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
つ
い
で
第
二
項
で
は
、
「
原
則
的

に
は
、
憲
法
制
定
国
民
議
会
の
招
集
に
同
意
す
る
」
と
さ
れ
、
そ
の
一
方
で
「
国

民
議
会
に
い
た
る
ま
で
、
権
力
は
労
兵
評
議
会
の
掌
中
に
と
ど
ま
る
」
と
の
文
言

が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
当
時
す
で
に
、
「
国
民
議
会
の
招
集
」
（
社
会
民
主
党
と
独

立
社
会
民
主
党
多
数
派
）
か
「
評
議
会
体
制
」
（
独
立
社
会
民
主
党
左
派
、
ス
パ

ル
タ
ク
ス
団
な
ど
）
か
が
、
一
二
月
中
旬
に
予
定
さ
れ
て
い
た
全
国
労
兵
評
議
会

大
会
の
最
重
要
項
目
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
五
三
人
委
員
会
の
多
数
は
、
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国
民
議
会
の
招
集
に
賛
成
し
た
。
革
命
の
成
果
が
保
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理

由
に
、
「
す
べ
て
の
権
力
を
評
議
会
へ
」
と
い
う
提
案
を
お
こ
な
っ
た
バ
イ
ア
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

も
、
最
終
的
に
は
多
数
派
の
立
場
に
妥
協
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
み

る
と
、
委
員
会
の
多
数
が
、
評
議
会
を
少
な
く
と
も
国
民
議
会
招
集
に
い
た
る
ま

で
の
過
渡
的
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
、
評
議
会
の
主
権
に
制
限
を
加
え
よ
う
と
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
第
三
項
で
は
、
一
八
九
一
年
に
採
択
さ
れ
た
社
会
民
主
党
の
「
エ
ル
フ
ル
ト
綱
、

領
」
に
の
っ
と
り
、
一
〇
項
目
の
要
求
が
列
挙
さ
れ
て
い
て
、
社
会
民
主
党
の
戦

前
か
ら
の
根
強
い
影
響
力
が
う
か
が
え
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
五
三
人
委
員
会
（
中
央
評
議
会
）
が
、
は
っ
き
り
と

反
社
会
民
主
党
の
路
線
を
と
っ
て
い
た
例
も
あ
る
。
＝
一
月
六
日
置
反
革
命
陣
営

に
よ
る
一
連
の
一
揆
が
勃
発
し
、
こ
れ
に
社
会
民
主
党
が
関
係
し
て
い
た
と
の
噂

も
あ
っ
て
、
人
民
委
員
政
府
内
の
社
会
民
主
党
と
独
立
社
会
民
主
党
の
委
員
の
決

裂
の
兆
し
が
現
れ
た
。
海
軍
中
央
評
議
会
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
、
一
二

月
一
二
日
の
会
議
で
「
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
主
義
共
和
国
と
い
う
綱
領
を
も
つ
エ
ー

ベ
ル
ト
”
ハ
ー
ゼ
政
府
の
た
め
に
、
保
安
部
隊
と
し
て
秩
序
と
安
寧
を
維
持
す
る
」

と
決
議
し
た
。
さ
ら
に
、
現
在
の
政
府
が
解
体
し
た
場
合
に
は
、
ハ
：
ゼ
（
独
立

社
会
民
主
党
）
の
方
針
に
同
意
し
、
武
器
を
と
っ
て
守
る
と
の
決
議
が
、
無
記
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
リ

投
票
に
よ
り
全
員
一
致
で
採
択
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
海
軍
中
央
評
議
会
が
、
少

な
く
と
も
社
会
主
義
共
和
国
を
求
め
る
政
府
の
み
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た

政
府
分
裂
の
場
合
に
は
、
独
立
社
会
民
主
党
の
側
に
立
つ
と
の
意
志
が
貫
か
れ
て

い
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
声
明
の
み
を
も
っ
て
、
五
三
人
委
員
会
な
い
し
は
中
央
評

議
会
の
メ
ン
バ
ー
が
、
独
立
社
会
民
主
党
を
全
面
的
に
支
持
し
て
い
た
と
は
い
え

ず
、
「
政
治
綱
領
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
志
向
の
存
在
も

否
定
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
彼
ら
が
、
社
会
民
主
党
と
独
立
社
会
民
主
党
の
政
策

の
ち
が
い
を
ど
こ
ま
で
認
識
し
て
い
た
か
と
い
う
疑
問
も
残
る
。

　
五
三
人
委
員
会
の
党
派
的
立
場
が
か
な
り
不
明
確
だ
っ
た
と
は
い
え
、
社
会
主

義
共
和
国
の
樹
立
と
革
命
的
権
利
に
も
と
づ
い
て
海
軍
を
代
表
す
る
と
い
う
そ
の

立
場
は
、
人
民
委
員
政
府
、
さ
ら
に
は
海
相
マ
ン
に
は
受
け
い
れ
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
り
、
閣
議
で
も
五
三
人
委
員
会
へ
の
不
満
、
非
難
が
再
三
に
わ
た
っ
て
唱
え

ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
、
二
月
＝
二
日
、
海
相
マ
ソ
は
、
、
閣
議
に
お
い
て
委

員
会
の
介
入
に
つ
い
て
苦
情
を
申
し
立
て
、
処
置
が
講
じ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
辞

任
す
る
と
の
意
向
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
席
上
、
シ
ャ
イ
デ
マ
ソ
も
、
海
軍

省
が
休
戦
委
員
会
に
あ
て
た
重
要
な
電
報
を
、
五
三
人
委
員
会
が
長
時
間
に
わ
た
っ

て
押
さ
え
た
こ
と
を
指
摘
し
、
「
こ
の
連
中
は
す
べ
て
、
責
任
の
か
け
ら
も
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

て
い
な
い
」
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
五
三
人
委
員
会
と
政
府
、
海
軍
省

の
対
立
が
鮮
明
に
な
っ
て
く
る
が
、
こ
れ
が
議
事
日
程
に
の
ぼ
っ
た
の
は
、
　
一
二

月
一
六
日
か
ら
二
〇
日
に
か
け
て
、
ベ
ル
リ
ン
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
全
国
労
兵

評
議
会
大
会
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
大
会
で
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
国
民
議
会
の
招
集
か
評
議
会
体
制

か
が
最
重
要
項
目
で
あ
っ
た
が
、
ほ
ぼ
五
〇
〇
名
の
代
表
の
う
ち
三
分
の
二
が
社

会
民
主
党
の
組
織
下
に
あ
っ
た
た
め
、
評
議
会
に
最
高
立
法
権
と
執
行
権
を
付
与

し
ょ
う
と
い
う
提
案
は
否
決
さ
れ
、
国
民
議
会
の
選
挙
を
一
九
年
一
月
一
九
日
と

す
る
提
案
が
、
圧
倒
的
多
数
に
よ
っ
て
可
決
さ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
評

議
会
大
会
は
、
み
ず
か
ら
の
存
在
を
否
定
し
た
か
に
み
え
た
が
、
そ
の
一
方
で
、

有
名
な
「
ハ
ン
ブ
ル
ク
条
項
」
を
採
択
し
、
軍
政
改
革
の
方
針
を
堅
持
し
た
。
こ

れ
は
、
階
級
章
の
廃
止
、
兵
に
よ
る
指
揮
官
の
選
挙
、
人
民
軍
の
設
立
な
ど
、
将

校
の
特
権
的
地
位
の
排
除
を
骨
子
と
す
る
も
の
で
、
当
然
な
が
ら
、
陸
海
軍
の
指

導
部
に
も
、
ま
た
こ
れ
と
の
協
力
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
社
会
民
主
党
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

容
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
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た
と
え
ば
、
海
相
マ
ソ
は
、
一
二
月
一
八
日
に
、
人
民
委
員
政
府
に
つ
ぎ
の
よ

う
な
内
容
の
覚
書
を
送
っ
て
い
る
。
①
五
三
人
委
員
会
の
縮
小
、
②
兵
士
の
要
求

（「

n
ン
ブ
ル
ク
条
項
」
）
の
問
題
、
③
各
地
の
兵
士
評
議
会
に
対
す
る
政
府
権
力

の
行
使
。
と
り
わ
け
、
「
ハ
ン
ブ
ル
ク
条
項
」
に
対
し
て
は
、
「
選
挙
に
よ
っ
て
選

ば
れ
た
指
揮
官
を
将
校
の
か
わ
り
に
す
る
と
い
う
決
議
が
実
行
さ
れ
た
ら
、
海
軍

で
の
活
動
は
技
術
的
に
不
可
能
に
な
る
」
と
し
、
こ
う
し
た
条
件
の
も
と
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き

海
軍
将
校
団
の
協
力
は
約
束
で
き
な
い
、
と
政
府
に
庄
力
を
か
け
て
い
る
。
ま
た
、

マ
ン
は
、
一
二
月
二
〇
日
の
政
府
と
労
兵
評
議
会
執
行
評
議
会
の
合
同
会
議
に
お

い
て
も
、
「
ハ
ン
ブ
ル
ク
条
項
」
の
実
施
に
反
対
す
る
陸
軍
最
高
司
令
部
の
プ
レ
ー

ナ
ー
に
同
意
し
、
と
り
わ
け
「
選
挙
さ
れ
た
指
揮
官
に
対
し
て
責
任
は
も
て
な
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ソ

と
の
立
場
を
く
り
返
し
て
い
る
。
結
局
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
エ
ー
ベ
ル
ト

が
プ
レ
ー
ナ
ー
の
提
案
を
受
け
た
形
で
、
「
ハ
ン
ブ
ル
ク
条
項
」
は
、
帰
還
野
戦

軍
と
海
軍
に
は
当
面
の
と
こ
ろ
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
落
着
し
、
そ
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

容
の
実
現
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
全
国
労
兵
評
議
会
大
会
で
は
、
五
三
人
委
員
会
の
解
散
、
あ
る
い
は

縮
小
が
議
事
日
程
に
の
ぼ
っ
た
。
議
論
は
、
五
三
人
委
員
会
が
政
治
に
関
心
を
も

ち
す
ぎ
て
お
り
、
業
務
に
も
堪
能
で
な
く
費
用
も
か
か
り
す
ぎ
る
と
す
る
社
会
民

主
党
の
ラ
ン
ツ
ベ
ル
ク
や
ノ
ス
ケ
と
五
三
人
委
員
会
代
表
の
ト
ス
ト
の
あ
い
だ
で

展
開
さ
れ
た
。
ト
ス
ト
は
、
「
ハ
ン
ブ
ル
ク
条
項
」
を
強
く
支
持
す
る
一
方
、
委

員
会
が
「
海
軍
省
お
よ
び
二
名
の
次
官
の
了
承
を
得
て
、
海
軍
の
動
員
解
除
を
実

施
す
る
た
め
に
全
海
軍
か
ら
選
出
さ
れ
た
」
と
、
そ
の
正
統
性
を
主
張
し
た
が
、

社
会
民
主
党
が
多
数
を
占
め
る
大
会
は
、
ほ
ぼ
満
場
一
致
で
、
委
員
会
の
縮
小
を

可
決
し
た
。
な
お
、
こ
の
提
案
を
お
こ
な
っ
た
の
が
、
バ
イ
エ
ル
ン
海
軍
評
議
会

代
表
（
シ
ェ
ー
ベ
ル
レ
）
で
、
キ
ー
ル
兵
士
評
議
会
の
代
表
（
プ
フ
ァ
フ
）
も
ノ

ス
ケ
を
支
持
し
た
こ
と
を
み
る
と
、
一
部
の
水
兵
評
議
会
の
あ
い
だ
に
、
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

の
活
動
に
対
し
て
批
判
的
な
姿
勢
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
大
会
直
後
、
五
三
人
委
員
会
は
、
特
別
声
明
文
を
作
成
し
、
ノ
ス
ケ
が
「
ま
っ

た
く
非
議
会
的
な
や
り
か
た
で
、
委
員
会
の
存
在
権
を
否
定
し
た
」
と
攻
撃
し
、

次
の
よ
う
に
結
ん
だ
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
革
命
の
先
駆
者
た
る
わ
れ
わ
れ
が
定
め
た
目
標
へ
の
道
を
さ
え

ぎ
ら
な
い
よ
う
に
要
求
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
若
い
社
会
主
義
共
和
国
と
い
う
目

標
の
た
め
に
、
こ
の
う
え
な
く
誠
実
な
業
務
の
遂
行
と
誠
実
な
努
力
を
と
お
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

海
軍
の
威
信
を
守
り
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
」

　
ノ
ス
ケ
は
、
こ
れ
に
反
論
し
、
委
員
会
を
「
独
立
社
会
民
主
党
の
出
先
機
関
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ル

と
決
め
つ
け
て
“
る
。
「
委
員
会
は
、
自
分
と
シ
ャ
イ
デ
マ
ソ
を
『
氏
』
と
呼
び
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
ノ
ッ
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

ハ
二
二
と
フ
ォ
ク
ト
ヘ
ル
を
『
同
志
』
と
呼
ん
で
い
る
」
、
と
。

　
五
三
人
委
員
会
は
、
大
会
決
議
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
だ
ち
に
縮
小
さ
れ
は
し

な
か
っ
た
。
委
員
会
の
背
後
に
は
、
な
お
「
人
民
海
兵
団
」
の
軍
事
力
が
あ
っ
た

し
、
各
地
の
お
お
か
た
の
水
兵
評
議
会
も
委
員
会
を
支
援
し
て
い
た
。
し
か
し
、

一
八
年
一
二
月
末
か
ら
、
ベ
ル
リ
ン
の
情
勢
が
ま
す
ま
す
社
会
民
主
党
の
有
利
に

傾
く
に
つ
れ
、
つ
ま
り
は
革
命
勢
力
が
後
退
す
る
に
つ
れ
、
五
三
人
委
員
会
の
非

勢
は
避
け
ら
れ
な
く
な
る
。

五

　
一
二
月
二
八
日
、
独
立
社
会
民
主
党
の
委
員
が
、
人
民
委
員
政
府
か
ら
脱
退
し
、

社
会
民
主
党
と
の
合
同
連
立
は
崩
壊
し
た
。
脱
退
の
直
接
的
原
因
は
、
一
二
月
二
四

日
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
社
会
民
主
党
が
「
人
民
海
兵
団
」
に
対
し
て
帰
還
部
隊
を
投

入
し
た
事
件
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
軍
事
政
策
（
た
と
え
ば
、
「
ハ
ン

ブ
ル
ク
条
項
」
）
と
軍
部
に
対
す
る
両
党
の
基
本
方
針
の
対
立
が
あ
っ
た
。
脱
退

し
た
独
立
社
会
民
主
党
委
員
に
か
わ
り
、
社
会
民
主
党
の
ノ
ス
ケ
と
ル
ド
ル
フ
・
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ヴ
ィ
ッ
セ
ル
が
入
閣
し
、
人
民
委
員
政
府
は
、
社
会
民
主
党
の
単
独
政
権
と
な
っ

た
。
ま
た
、
独
立
社
会
民
主
党
が
、
全
国
労
兵
評
議
会
大
会
で
選
出
さ
れ
た
「
共

和
国
中
央
評
議
会
」
（
こ
れ
は
、
従
来
の
労
兵
評
議
会
執
行
評
議
会
に
か
わ
る
も

の
で
、
二
七
名
で
構
成
ざ
れ
た
）
へ
の
参
加
も
拒
否
し
た
た
め
、
こ
れ
も
社
会
民

主
党
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
ノ
ス
ケ
は
、
政
府
で
軍
事
問
題
を
担
当
し
、

や
が
て
革
命
派
制
圧
の
た
め
に
「
義
勇
軍
」
の
編
成
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
年
が
明
け
る
と
、
左
翼
革
命
派
陣
営
は
、
社
会
民
主
党
政
府
打
倒
を
め
ざ
し
て

「
革
命
委
員
会
」
を
形
成
し
、
い
わ
ゆ
る
「
一
月
闘
争
」
（
一
月
五
日
～
一
二
日
）

が
展
開
さ
れ
た
が
、
義
勇
軍
の
投
入
に
よ
り
革
命
派
の
敗
北
に
終
わ
っ
た
。
こ
の

事
件
の
さ
な
か
（
一
月
八
日
）
、
五
三
人
委
員
会
の
ア
ル
バ
！
ス
と
ヴ
ェ
ソ
ゴ
ラ

は
、
「
共
和
国
中
央
評
議
会
」
に
次
の
提
案
を
出
し
て
い
る
。

　
「
流
血
の
惨
事
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
人
民
委
員
評
議
会
に
対

し
て
次
の
緊
急
依
頼
を
お
こ
な
う
。

　
政
府
の
三
名
の
メ
ン
バ
：
（
エ
ー
ベ
ル
ト
、
シ
ャ
イ
デ
マ
ソ
、
ノ
ス
ケ
）
を
罷

免
し
、
そ
の
か
わ
り
に
二
名
の
独
立
社
会
民
主
党
員
と
一
名
の
共
産
党
員
を
内
閣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
い

に
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
闘
争
の
原
因
を
と
り
の
ぞ
く
。
」

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
提
案
は
、
社
会
民
主
党
の
牛
耳
る
「
共
和
国
中
央
評
議
会
」

に
よ
っ
て
、
交
渉
の
基
盤
に
は
な
り
え
な
い
と
い
う
理
由
で
、
全
会
一
致
で
拒
否

さ
れ
た
。

　
一
方
、
五
三
人
委
員
会
の
干
渉
に
嫌
気
の
さ
し
た
海
相
マ
ソ
は
、
一
月
九
日
に

健
康
を
理
由
に
辞
職
し
た
。
代
理
と
し
て
、
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
・
ロ
ッ
ゲ
提
督
が

業
務
を
引
き
継
い
だ
が
、
こ
れ
は
、
将
校
団
と
兵
の
双
方
に
受
け
い
れ
ら
れ
る
適

切
な
人
物
が
み
つ
か
る
ま
で
の
暫
定
措
置
で
あ
っ
た
。
政
府
は
、
将
校
団
の
信
頼

を
得
て
い
る
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ト
ロ
ー
タ
提
督
を
後
任
と
し
て
予
定
し
て
い

た
。
し
か
し
、
ト
ロ
！
タ
は
、
一
八
年
一
〇
月
末
に
大
洋
艦
隊
参
謀
長
の
任
に
あ

り
、
艦
隊
出
撃
命
令
の
作
成
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
当
然
、
五
三
人

委
員
会
の
反
発
が
予
想
さ
れ
た
。
一
月
一
五
日
の
政
府
と
共
和
国
中
央
評
議
会
の

合
同
会
議
で
は
、
ト
課
長
タ
が
候
補
に
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
「
各
方

面
」
か
ら
抗
議
が
起
こ
っ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
が
、
エ
ー
ペ
ル
ト
は
、
ト

ロ
！
タ
も
候
補
の
一
人
だ
が
、
な
お
決
定
に
い
た
っ
て
い
な
い
の
で
口
外
を
禁
じ

る
と
述
べ
た
。
彼
に
と
っ
て
、
新
海
相
は
五
三
人
委
員
会
の
「
使
い
走
り
」
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
へ
き

て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　
海
相
後
任
人
事
は
難
航
し
た
。
そ
れ
は
、
五
三
人
委
員
会
の
側
か
ら
も
、
後
任

海
相
と
し
て
パ
ー
シ
ェ
（
退
役
海
軍
大
尉
で
平
和
主
義
者
）
か
プ
ス
タ
ウ
（
元
U

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

ポ
ー
ト
機
関
兵
）
を
候
補
と
し
て
提
案
し
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
ノ
ス
ケ
は
、
五

三
人
委
員
会
と
の
不
必
要
な
対
立
を
回
避
す
る
た
め
に
、
海
相
後
任
問
題
を
国
民

議
会
招
集
（
二
月
六
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
）
の
あ
と
ま
で
延
期
し
、
そ
の
あ
い

だ
に
委
員
会
を
無
力
化
す
る
方
針
を
と
っ
た
。
結
局
、
ト
ロ
ー
タ
が
海
軍
本
部

（
海
軍
省
を
改
称
）
長
官
に
就
任
し
た
の
は
、
三
月
二
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
五
三
人
委
員
会
は
、
す
で
に
一
月
一
二
日
に
二
五
名
に
削
減
さ
れ
て
い
た
。
さ

ら
に
委
員
会
を
完
全
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
、
前
述
の
一
月
一
五
日
の
合

同
会
議
で
の
発
言
に
み
ら
れ
る
。

　
、
「
五
三
人
委
員
会
は
、
童
名
に
削
減
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
委
員
会
そ
の

も
の
を
解
体
す
る
か
、
も
し
く
は
行
動
委
員
会
に
格
下
げ
す
る
提
案
を
お
こ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ハ
ロ

た
い
。
委
員
会
は
、
法
外
な
金
を
使
っ
て
ば
か
げ
た
こ
と
し
か
し
て
い
な
い
。
」

　
こ
う
し
た
情
勢
に
な
か
で
、
五
三
人
委
員
会
の
敗
北
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
一

月
一
九
日
に
政
府
が
公
布
し
た
、
「
平
時
の
軍
に
お
け
る
指
揮
権
の
暫
定
規
定
と
兵

士
評
議
会
の
地
位
に
関
す
る
命
令
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
「
ハ
ン
ブ
ル
ク
条
項
」

の
実
施
に
反
対
す
る
軍
部
の
立
場
を
承
認
し
た
も
の
で
、
将
校
の
権
威
の
回
復
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び
り

決
定
的
な
意
味
を
も
っ
た
。
そ
の
骨
子
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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①
最
高
指
揮
権
は
人
民
委
員
評
議
会
に
あ
る
。

②
命
令
権
は
指
揮
官
に
あ
る
。
指
揮
官
は
、
人
民
委
員
評
議
会
と
直
属
上
官
に
責

　
任
を
も
つ
。

③
純
粋
に
軍
事
的
な
命
令
に
つ
い
て
は
、
兵
士
評
議
会
の
副
署
を
必
要
と
し
な
い
。

④
部
下
に
よ
る
上
官
の
選
挙
は
お
こ
な
わ
れ
な
い
。

　
陸
軍
に
対
し
て
な
さ
れ
た
こ
の
命
令
は
、
共
和
国
中
央
評
議
会
の
同
意
を
得
て
、

一
月
二
三
日
に
海
軍
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ベ
ル
リ
ン
で
の
革
命
派
に
よ
る
「
一
月
闘
争
」
の
敗
北
、
さ
ら
に
は
ブ
レ
ー
メ

ン
急
進
派
の
蜂
起
の
鎮
圧
に
よ
り
、
評
議
会
運
動
は
す
で
に
下
降
線
を
た
ど
り
は

じ
め
て
い
た
。
ノ
ス
ケ
は
、
一
月
二
一
日
に
「
以
前
に
は
兵
士
評
議
会
が
権
力
要

素
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
が
権
力
要
素
と
な
っ
た
」
と
述
べ
、
二
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

に
は
「
五
三
人
委
員
会
の
活
動
は
終
わ
っ
た
」
と
発
言
し
た
。

　
二
月
は
じ
め
、
政
府
は
、
一
月
一
九
日
の
命
令
を
根
拠
に
し
て
、
両
海
軍
鎮
守

府
と
ニ
ー
ダ
ー
エ
ル
ベ
の
兵
士
評
議
会
に
、
海
軍
中
央
評
議
会
と
五
三
人
委
員
会

を
排
除
す
る
と
の
指
令
を
出
し
た
。
そ
の
か
わ
り
に
、
六
名
か
ら
な
る
代
表
の
組

織
が
認
め
ら
れ
た
が
、
副
署
義
務
は
廃
止
さ
れ
、
委
員
会
は
純
粋
な
「
審
議
」
機

関
で
し
か
な
く
な
っ
た
σ
な
お
、
六
名
の
代
表
は
、
北
海
と
バ
ル
ト
海
の
両
鎮
守

府
管
区
か
ら
兵
士
各
区
名
、
両
管
区
か
ら
労
働
者
一
名
と
職
員
一
名
と
さ
れ
、
兵

士
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
名
は
、
兵
曹
か
下
士
官
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

し
か
も
、
そ
の
選
挙
は
、
労
兵
評
議
会
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
な
い
と
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
た
政
府
側
の
攻
撃
に
対
す
る
海
軍
兵
士
た
ち
の
最
後
の
抵
抗
は
、
二
月

七
日
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
開
か
れ
た
労
兵
評
議
会
海
軍
会
議
の
決
議
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
は
、
五
三
人
委
員
会
の
か
つ
て
の
メ
ン
バ
ー
も
参
加
し
、
一
月
一
九
日
の
政

府
命
令
へ
の
抗
議
、
ノ
ス
ケ
の
免
職
、
海
軍
省
の
根
本
的
再
編
な
ど
の
提
案
が
出

さ
れ
た
。
惑
ら
に
、
会
議
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
で
開
か
れ
る
国
民
議
会
に
対
し
て
、

社
会
主
義
理
念
の
貫
徹
と
海
洋
の
自
由
の
確
立
を
討
議
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
こ

こ
に
は
、
兵
た
ち
の
考
え
る
将
来
の
海
軍
像
が
散
見
さ
れ
る
。
要
求
の
重
要
な
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き

目
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

①
ド
イ
ツ
の
権
力
政
策
、
世
界
政
策
の
放
棄
。

②
艦
隊
の
再
建
計
画
の
放
棄
と
海
上
警
察
へ
の
改
変
。

③
有
能
な
社
会
主
義
者
を
海
相
に
任
用
し
、
無
用
で
反
動
的
な
将
校
と
官
吏
を
罷

　
免
す
る
権
限
を
も
た
せ
る
こ
と
。

　
し
か
し
、
海
軍
会
議
の
こ
の
提
案
は
、
国
民
議
会
に
よ
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
三
月
二
八
日
、
社
会
民
主
党
の
シ
ャ
イ
デ
マ
ソ
内

閣
は
、
国
民
議
会
で
「
暫
定
共
和
国
海
軍
に
関
す
る
法
」
を
採
択
し
た
。
こ
う
し

て
、
海
軍
で
は
ゆ
っ
く
り
と
、
し
か
し
確
実
に
旧
状
態
が
回
復
さ
れ
、
海
軍
の
再

建
は
、
ふ
た
た
び
将
校
団
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
革
命
当
初
、
海
軍
と
将
校
団
の
権
威
の
崩
壊
は
決
定
的
に
み
え
た
の
で
、
兵
に

よ
る
海
軍
の
民
主
的
運
営
の
可
能
性
は
、
そ
れ
な
り
に
存
在
し
て
い
た
。
一
八
年

＝
月
二
三
日
に
、
各
地
の
水
兵
評
議
会
の
中
央
機
関
と
し
て
、
首
都
ベ
ル
リ
ン

で
成
立
し
た
「
海
軍
五
三
人
委
員
会
（
中
央
評
議
会
）
」
は
、
海
軍
省
の
統
制
、

監
視
を
通
し
て
、
こ
の
可
能
性
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
可
能
性
は
、
民
主
的
海
軍
を
保
証
す
る
政
府
、
さ
ら
に
は
政
治

体
制
の
確
立
を
も
っ
て
、
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

社
会
民
主
党
を
中
心
と
す
る
政
府
が
、
旧
軍
指
導
部
と
提
携
し
て
革
命
の
進
展
を

阻
止
し
、
将
校
団
の
権
威
を
回
復
す
る
方
針
を
示
す
と
、
五
三
人
委
員
会
は
、
こ

れ
と
対
決
せ
ざ
る
え
な
か
っ
た
。
委
員
会
は
、
当
初
よ
り
軍
事
改
革
実
施
の
面
で

は
非
妥
協
的
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
一
そ
の
党
派
的
立
場
が
不
統
一
で
あ
っ
た

に
せ
よ
一
、
し
だ
い
に
政
治
的
に
急
進
化
し
、
反
社
会
民
主
党
の
傾
向
を
も
つ
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に
い
た
る
。
だ
が
、
一
八
年
」
＝
一
月
末
か
ら
、
革
命
の
力
関
係
は
、
圧
倒
的
に
社

会
民
主
党
の
有
利
に
傾
き
、
こ
こ
に
水
兵
の
運
動
は
一
頓
挫
す
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
海
軍
将
校
団
は
、
社
会
民
主
党
、
と
り
わ
け
ノ
ス
ケ
に
よ
っ
て
「
救
わ

れ
た
」
が
、
そ
れ
は
、
将
校
団
の
社
会
民
主
党
－
－
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
に
対
す
る

忠
誠
の
確
立
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和

国
打
倒
を
め
ざ
し
だ
二
〇
年
三
月
の
「
カ
ッ
プ
朋
リ
ュ
ト
ヴ
ィ
ッ
ツ
一
揆
」
に
さ

い
し
、
海
軍
指
導
部
は
、
一
揆
派
支
持
の
立
場
を
と
り
、
共
和
国
政
府
を
支
持
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
タ

る
兵
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
海
軍
は
、
再
び
軍
紀
の
解
体
と
将

校
の
権
威
の
失
堕
の
危
機
に
直
面
す
る
の
で
あ
る
。
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き
魯
ミ
．
艦
こ
Q
。
．
嵩
メ

（
1
2
）
　
い
Φ
毒
一
吻
層
　
O
b
●
O
津
・
℃
　
b
．
H
卜
⊃
O
輸
　
⇒
’
o
◎
A
・
　
♂
＜
一
〇
げ
⑦
吋
↓
℃
　
囲
鋤
『
ロ
ロ
け
Φ
口
鳩
　
象
一
）
一
Φ

　
　
　
《
ノ
N
◎
一
犀
ロ
。
ヨ
O
鴇
一
嵩
Φ
仙
一
く
一
ロ
陰
一
〇
昌
》
ぎ
u
d
巴
ぎ
目
露
。
。
＼
巳
署
二
『
ミ
ミ
．
ミ
楓
ぎ
§
b

　
　
H
O
c
。
学
O
”
ω
●
N
o
。
ω
h
●
な
お
、
「
人
民
海
兵
団
」
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
た
い
。

（
盟
）
　
”
O
ω
Φ
鐸
け
8
酔
①
村
噂
　
O
博
．
自
，
帖
こ
　
ω
●
H
軌
◎
o
。

（
2
3
）
窪
1
ー
ミ
鋭
気
ζ
ω
同
＼
卜
。
ω
¶
ρ
舎
）
Φ
嵩
閃
ω
O
げ
冠
負
け
　
畠
Φ
O
o
　
切
ω
①
『
〉
仁
ω
ω
O
げ
¢
0
0
0
0
Φ
ω
》
糟

　
　
ω
●
0
●

（
2
4
）
Z
。
。
・
顎
脚
Ω
霧
富
く
，
く
§
ミ
ミ
霧
映
愚
》
b
d
雪
ぎ
お
ト
。
P
ω
・
お
●

　
　
ま
た
、
ノ
ス
ケ
は
、
こ
う
記
し
て
い
る
。
「
こ
の
連
中
は
、
最
高
級
の
ホ
テ
ル

　　

w
カ
イ
ザ
ー
ホ
…
フ
』
に
宿
．
号
し
、
．
日
給
を
定
め
た
。
そ
れ
は
、
年
間
一
人
当
た

　
　
り
約
一
四
〇
〇
〇
マ
ル
ク
に
の
涯
つ
た
。
…
そ
れ
か
ら
、
重
要
な
．
書
類
や
急
送
便

　
　
が
長
い
こ
と
未
決
の
ま
ま
に
さ
れ
た
。
」
奪
ミ
こ
G
o
」
。
。
h
．

（
お
）
　
d
く
「
O
げ
Φ
ど
　
O
b
●
O
蹄
こ
　
o
o
・
b
o
⑩
O
●

（
％
）
　
幻
O
o
o
①
昌
け
「
①
↓
①
「
層
　
O
心
・
Ω
．
肺
こ
　
Q
o
●
同
㎝
c
◎

（
”
）
　
窪
H
§
b
　
異
り
』
ω
同
＼
b
o
ω
刈
ω
讐
　
《
一
）
Φ
昌
貯
ω
O
げ
ユ
沖
　
自
Φ
ロ
。
　
q
ω
①
『
》
β
ω
ロ
o
O
げ
¢
ω
ω
Φ
o
o
》
騨

　
　
ω
●
メ

（
8
2
）
切
臥
Φ
き
　
困
m
R
一
噛
駐
区
『
O
仁
N
Φ
N
《
♪
β
σ
q
β
ω
げ
‘
吋
σ
Q
》
≦
蹄
自
白
昌
け
Φ
『
『
O
け
Φ
N
活
路
σ
Q
σ
q
⑦

　　

ｭ
。
ロ
O
仁
×
げ
9
〈
o
昌
昌
p
o
げ
出
四
日
げ
β
『
α
q
槻
Φ
o
・
o
げ
一
〇
写
旨
’
ぎ
“
く
無
ミ
織
篭
恥
恕
醤
職
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嚢
§
讐
§
．
寒
§
葱
§
鰐
ミ
偽
§
職
§
・
建
ミ
討
§
ミ
奪
≧
藝
§
感
§
ミ
軌
§

　
　
N
℃
N
Q
。
I
N
漣
魯
O
d
二
目
昌
μ
Φ
窃
◎
。
”
ω
・
H
ω
①
．
さ
ら
に
、
バ
イ
ア
ー
は
、
こ
う
述
べ
て

　
　
い
る
。
「
五
三
人
委
員
会
の
構
成
に
は
、
政
治
的
な
統
｝
性
が
な
か
っ
た
。
む
ろ

　
　
ん
、
メ
ン
バ
ー
の
多
数
に
は
、
海
軍
の
政
治
改
革
の
頂
点
で
あ
り
、
革
命
の
発
展

　
　
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
い
う
意
思
が
支
配
的
だ
っ
た
。
」
守
置
こ
ω
・
H
ω
ω
．

　
　
ま
た
、
委
員
会
の
政
治
的
な
宣
伝
活
動
に
批
判
的
な
メ
ン
バ
し
も
い
た
。
≦
8
冨
r

　
　
O
b
・
O
騨
こ
ω
．
b
O
り
ω
矯
》
5
日
』
b
こ
・

（
2
9
）
　
「
政
治
綱
領
」
の
全
文
は
、
§
§
壽
§
袋
ミ
さ
、
題
§
霞
．
Z
墜
♂
b
。
”
ω
・
ω
b
。
・

（
3
0
）
し
d
巴
Φ
さ
o
b
●
o
詳
こ
ω
」
ω
q
●
．

、
（
3
1
）
ζ
邑
Φ
き
空
。
冨
a
℃
象
偽
き
罵
§
富
ミ
ミ
§
§
田
』
二
§
§
蹄
§
§
簿

　
　
N
ミ
謁
偽
ミ
ミ
簿
植
≦
δ
昌
お
b
こ
辞
ω
●
H
8
。
寒
ミ
ミ
㌃
ミ
”
Z
い
禽
℃
ω
．
ω
ω
O
h
こ

　
　
霞
●
罐
●
「
人
民
海
兵
団
」
評
議
会
も
、
同
じ
内
容
の
決
議
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

（
3
2
）
智
喩
§
躇
蹴
ミ
．
§
寒
魯
鴨
§
訪
昌
唆
§
℃
一
鰯
Z
吋
．
笛
α
”
ω
・
ω
¶
ω
仁
．
G
。
刈
①
●
ま
た
、

　
　
海
軍
省
の
「
官
吏
委
員
会
」
も
、
海
軍
中
央
評
議
会
の
干
渉
（
た
と
え
ば
、
海
軍

　
　
省
と
軍
令
部
の
将
校
と
官
吏
の
集
会
は
、
前
も
っ
て
中
央
評
議
会
に
申
告
し
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
）
に
つ
い
て
、
海
相
マ
ソ
に
苦
情
を
申
し
立
て
て
い
る
。

　
　
竃
1
1
§
㌧
力
鼠
b
こ
O
＼
O
矯
《
b
d
＄
ヨ
8
5
餌
蕊
。
・
o
『
⑦
畠
Φ
。
強
渕
虫
。
げ
。
。
1
ζ
母
ヨ
Φ
1
＞
ヨ
冨

　
　
§
留
ロ
田
R
口
　
ω
富
簿
。
。
白
り
Φ
幕
醇
二
毛
渕
Φ
一
〇
げ
塗
聾
お
》
（
H
ω
。
旨
●
H
O
H
◎
o
）
●

（
3
3
）
こ
の
大
会
で
の
軍
事
改
革
問
題
に
つ
い
て
は
、
鵠
Φ
暑
黄
讐
国
。
蒔
興
国
こ
．
、
↓
げ
Φ

　
　
国
長
け
○
興
三
菱
O
o
口
α
q
お
。
・
ω
o
州
≦
o
蒔
興
。
・
、
き
自
ω
o
疑
占
有
O
o
¢
ロ
。
濠

　
　
ρ
嵩
α
爵
Φ
℃
8
露
Φ
導
。
暁
長
客
け
帥
吋
《
幻
多
妻
日
の
旨
”
言
“
O
§
帖
ミ
、
寒
こ
》
§
蕊

　
　
ミ
絵
ミ
”
H
（
｝
¢
口
Φ
　
H
り
①
o
o
）
”
b
賢
・
H
8
山
①
α
●

（
3
4
）
窪
1
1
§
鴇
器
＞
O
H
b
⊃
℃
《
く
・
竃
§
翰
5
号
旨
閑
9
畠
牽
く
。
貯
ω
冨
翼
§
ロ
》

　
　
（
同
◎
◎
』
卜
⊃
．
同
㊤
H
c
o
）
．

（
3
5
）
．
マ
ソ
の
苦
情
は
随
所
に
み
ら
れ
る
。
勘
馬
職
§
§
鴨
付
ミ
閑
。
簿
答
馬
§
嶺
ミ
唆
§
℃

　
H
ど
属
づ
爵
鴇
ω
．
ω
℃
O
F
H
ω
●
蟄
ミ
§
、
ミ
さ
冥
野
♪
ω
．
ω
9
．
F
ω
ω
h
●

（
3
6
）
昏
讐
§
ミ
晦
奪
ぎ
、
諌
ミ
§
ミ
ミ
唆
§
博
目
”
Z
醜
．
8
讐
ω
．
誕
。

（
3
7
）
．
大
会
で
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
し
d
貯
9
春
馬
ミ
ミ
：
ご
b
b
●
ω
b
o
I
ω
①
．

（
認
）
窪
1
ー
ミ
斧
国
ζ
ω
〈
8
刈
ω
噛
《
u
Φ
艮
。
。
。
鐸
洋
住
Φ
。
。
α
ω
興
〉
仁
。
。
．
。
。
ゴ
ω
の
Φ
ω
》
層

　
ω
．
メ
　
　
　
　
　
　
、
．

（
3
9
）
ミ
駄
こ
男
】
≦
◎
。
＼
同
8
0
◎
℃
《
O
興
q
ω
．
〉
β
。
。
ω
o
げ
‘
ω
ω
》
（
卜
。
癖
・
μ
b
o
．
H
O
H
o
。
）
．

（
4
0
）
き
ミ
ミ
、
ミ
ひ
乞
『
』
野
6
0
●
ω
ω
O
隔
こ
〉
昌
§
．
⑦
野
ま
た
、
一
月
九
日
に
は
、
ハ

　
ソ
ブ
ル
ク
の
ニ
ー
ダ
ー
エ
ル
ペ
海
軍
最
高
評
議
会
も
、
エ
ー
ベ
ル
ト
、
シ
ャ
イ
デ

　
マ
ソ
、
ノ
ス
ケ
、
ラ
ソ
ツ
ペ
ル
ク
の
辞
任
と
、
少
な
く
と
も
「
独
立
社
会
民
主
党

　
員
二
名
、
共
産
党
員
二
名
、
社
会
民
主
党
員
二
名
か
ら
な
る
」
政
府
を
要
求
し
て

　
い
る
。
≦
円
O
冨
r
O
U
．
O
蹄
こ
ω
・
b
o
⑩
◎
◎
h

（
4
1
）
凶
§
帖
ミ
鱒
§
き
Z
『
・
鵠
℃
ω
●
葭
㊤
・
ミ
讐
9
ミ
妹
君
亀
ミ
ぎ
、
諜
驚
§
誌
ミ
喰
§
悔
昌
讐

　
Z
N
・
μ
O
メ
ω
●
b
◇
刈
S

（
4
2
）
ミ
9
Z
同
・
嵩
メ
ω
．
ω
8
h
・

（
4
3
）
ミ
§
趣
§
ひ
冥
吋
．
巳
”
ω
．
凸
Φ
・

（
4
4
）
q
ご
衛
ミ
§
§
駄
♂
喧
§
千
竃
同
●
♂
b
。
、
ω
．
蟄
。
。
よ
b
。
H
●
缶
暮
Φ
さ
愚
●
ミ
こ

　
ω
．
㊤
ω
O
I
⑩
ω
O
・

（
4
5
）
ミ
讐
§
噛
躇
奪
ぎ
薄
驚
§
訪
ミ
鷺
§
”
昌
噂
客
『
●
崔
傘
ω
b
。
。
刈
仁
．
乞
吋
・
μ
b
。
ど

　
ω
．
ω
ω
ω
・

（
4
6
）
し
◎
》
H
§
℃
力
蜜
ω
H
＼
b
こ
ω
Q
o
蝉
《
円
Φ
δ
σ
q
茜
日
日
簿
口
ω
8
江
。
昌
艮
。
目
日
p
ロ
住
。

　
囚
δ
》
（
H
b
o
。
b
o
。
μ
Φ
同
Φ
）
・
凶
§
帖
ミ
馬
ミ
斜
Z
『
・
刈
Q
o
”
ω
●
ま
ど
》
旨
§
．
①
◎
◎
・
累
。
ω
犀
ρ

　
息
．
禽
、
こ
ω
●
⑩
刈
●
国
三
8
さ
魯
・
無
、
こ
ω
●
O
癖
ω
●

（
4
7
）
ω
嶺
9
8
℃
愚
・
鼠
W
こ
ω
μ
繰
●
O
§
互
幻
。
算
b
鳶
ミ
三
面
ミ
§
吻
b
§
跨
尋
§

　
智
蹄
ミ
吻
N
℃
N
℃
J
N
§
噂
男
吋
昏
昏
誹
P
ζ
●
μ
O
越
「
ω
』
賦
●
国
魯
P
≦
Φ
ヨ
O
き

　
肉
禽
6
蕊
§
鐵
試
ミ
ミ
ミ
ト
黛
謡
§
魯
ミ
、
無
ミ
寒
§
吋
N
℃
N
℃
一
N
℃
N
◎
◎
●
映
§
N
六
五
§
黒
蕊
駄
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壽
壽
ミ
蕊
鴫
奪
ミ
斜
日
ミ
ミ
織
ミ
き
馬
§
ミ
ミ
肉
鳴
慧
、
簿
℃
窓
β
ロ
。
『
Φ
昌
　
ミ
ρ

　
ω
・
ω
理
●

（
4
8
）
拙
稿
「
『
カ
ッ
プ
ー
ー
リ
ュ
ト
ヴ
ィ
ッ
ツ
一
揆
』
と
海
軍
」
（
大
阪
府
立
大
学
『
歴

　
史
研
究
』
、
二
五
号
、
一
九
八
七
年
）
、
一
～
一
七
頁
。
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